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令和 7 年度 奈良中心市街地 交通対策調査業務委託 

特記仕様書 

 

１．目的 

本業務は、奈良中心市街地公共交通活性化協議会が実施する奈良公園ぐるっとバスの運行やパーク＆

ライドの取組を検証するため、奈良中心市街地来訪者アンケート調査、バス利用者へのヒアリング調査、奈良

公園ぐるっとバス OD 調査を行い、集計した調査結果のデータ分析を行う。また、各施策の効果を検証するた

め、交通量・渋滞長調査を行う。 

 

２．業務場所 

奈良市登大路町 他 

 

３．業務期間 

契約締結日～令和 8 年 1 月 3０日 

 

４．業務内容 

(1)計画準備 

業務目的を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、土木設計業務共通仕様書（令

和 2 年 10 月奈良県県土マネジメント部）（以下、「共通仕様書」という。）第 1112 条業務計画

書第 2 項に示す事項について業務計画書を作成する。また、各種調査の前に現地確認を行い、調査

計画書を作成する。 

（参照資料） 

・奈良中心市街地公共交通活性化協議会資料（奈良県県土マネジメント部道路建設課 HP） 

 

 

(2)アンケート・ヒアリング調査 

①奈良中心市街地来訪者アンケート 

奈良中心市街地の来訪者に対し、アンケート調査票（返信用封筒に封入）を配布し、回答の

あった調査票を指定する様式（Excel）にデータ入力を行い、データに誤りがないか確認する。なお、

調査票のデータは発注者より支給するので、4,000 部以上印刷し（A3 両面モノクロ(2 枚/票、選

択項目 45 問程度＋自由記述 1 問程度/票)）、テープ付きの返信用封筒に封入し、配布するこ

と。調査票のデータの提供は 4 月中旬頃を予定している。 

調査票の回収に要する郵送費は、受注者の負担とする。なお、調査票の回収率は、例年 10～

15％程度である。 

調査日は、発注者と協議のうえ決定するものとし、後述の「②バス利用者ヒアリング」と同日とする。 

調査票の配布時は、「アンケート調査中」と掲げた腕章またはベストを着用する。配布場所の土地

所有者への行為許可申請は発注者より行うので、調査実施時に許可証の写しを携帯すること。また、
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調査票の配布にあたり、以下に留意すること。 

・配布時間(9 時～17 時)内の特定の時間に集中しないよう配布する 

・団体客と判断出来る場合は、代表者のみに配布する 

・配布場所を遵守する 

・年代・性別に偏りがないよう配布する 

調査日 
春期：令和 7 年 5 月 3、4、5、６日のうち 1 日 

秋期：令和 7 年 11 月 1、２、３日のうち 1 日 

調査時間 9:00～17:00 

配布場所 

東大寺南大門付近 (3 人程度/日) 

春日大社参道 (2 人程度/日) 

若草山麓 (2 人程度/日) 

最低サンプル数 
400 票/期 

※最低サンプル数を下回る場合は、設計変更協議の対象とする。 

集計期限 
春期：令和 7 年 6 月上旬 

秋期：令和 7 年 12 月上旬 

 

②バス利用者ヒアリング 

奈良公園ぐるっとバスや路線バス（市内循環等）のバス利用者に対し、ヒアリング調査を実施し、

回収した調査票を指定する様式（Excel）にデータ入力を行い、データに誤りがないか確認する。な

お、調査票のデータは発注者より支給するので、必要部数印刷し調査すること（A4 両面モノクロ(1

枚/票、選択項目 15 問程度＋自由記述１問程度/票)）。調査票のデータの提供は 4 月中旬以

降を予定している。 

調査日は、発注者と協議のうえ決定するものとし、前述の「①奈良中心市街地来訪者アンケート」

と同日とする。 

調査実施時は、「ヒアリング調査中」と掲げた腕章またはベストを着用し、以下に留意すること。 

・調査時間(9 時～17 時)内の特定の時間に偏らないよう満遍なく調査する 

・団体客と判断出来る場合は、代表者のみに調査する 

・調査場所が特定のバス停に偏らないよう満遍なく調査する 

・バス停により混雑する時間帯が異なるため、調査時間内において調査場所を移動してもよい 

・年代・性別に偏りがないよう調査する 

・バスの降車客を対象に調査する 

調査日 
春期：令和 7 年 5 月 3、4、5、６日のうち 1 日 

秋期：令和 7 年 11 月 1、２、３日のうち 1 日 

調査時間 9:00～17:00 
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調査場所 

・奈良公園ぐるっとバスの各バス停（11 箇所） 

・路線バスのバス停（大和西大寺駅南口、朱雀門ひろば前、JR 奈良駅東

口、氷室神社・国立博物館、東大寺大仏殿・国立博物館（西行き） 

 5 箇所） 

最低サンプル数 
300 票/期 

※最低サンプル数を下回る場合は、設計変更協議の対象とする。 

集計期限 
春期：令和 7 年 5 月下旬 

秋期：令和 7 年 11 月下旬 

参考 ・調査員は 16 人程度を想定 

 

③奈良公園ぐるっとバス OD 調査 

奈良公園ぐるっとバスの利用者を対象に、対象車両に乗り込み、乗車口にて利用者(外国人は対

象外)へ調査票を手渡し、バス降車口へ設置する「回収箱」にて回収する。回収した調査票の回答

内容を指定する様式（Excel）にデータ入力し、データに誤りがないか確認する。なお、調査票は発

注者と協議の上作成し、必要部数印刷し調査すること (はがきサイズ横 110mm 縦 160mm モノ

クロ両面（1 枚/票、選択項目 3 問程度）)。 

調査日は、発注者と協議のうえ決定するものとする。 

調査実施時は、「OD 調査中」と掲げた腕章またはベストを着用し、以下に留意すること。 

・調査は、運行時間中のすべての車両で実施し、調査を拒否される場合を除きすべての利用者

に調査票を配布する。 

・調査員は、乗車運賃を支払って調査にあたる。起終点で、時間調整のため運転手から降車を

促された際は、指示に従う。再度乗車する際は、運賃の支払いは不要。 

・バス車内が満員になり、調査票の受け渡しが困難かつ運行遅延の要因となる場合は調査を一

時中断する。 

・走行中の調査票の受け渡しは転倒等の恐れがあるため、控える。 

調査日 
春期：令和 7 年 5 月の運行日のうち 1 日 

秋期：令和 7 年 11 月の運行日のうち 1 日 

調査時間 10:00～18:00（奈良公園ぐるっとバスの運行時間） 

調査場所 
奈良公園ぐるっとバス車内（3 台/日） 

（調査員 4 人程度/日（１人は予備車対応）） 

最低サンプル数 
300 票/期 

※最低サンプル数を下回る場合は、設計変更協議の対象とする。 

集計期限 調査実施日の 2 週間後 

参考 500 人/日程度の利用を想定 
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(3)交通状況調査 

別紙の調査項目・内容、調査方法を参考に各種調査を実施すること。 

調査日は、令和 7 年 5 月 3 日～6 日のうち 1 日及び令和 7 年 11 月 1 日～3 日のうち 1 日を予

定しており、発注者と協議のうえ決定するものとする。 

 

①交通量・渋滞長調査 

以下に示す交差点において、交差点交通量・渋滞長調査を実施し、その結果をとりまとめる。 

調査時間 7:00～19:00 

調査場所 

 

交差点名 交通量 渋滞長 

1 県庁東 ○ ○ 

2 高天 ○ ○ 

3 大仏殿 ○ ○ 

4 般若寺 ○ ○ 

5 二条大路南 1 丁目 ○ ○ 

6 三条大路 2 丁目 ○ ○ 

7 二条大路南 5 丁目 ○ ○ 

8 三条大路 5 丁目 ○ ○ 

9 菅原東 ○ ○ 

集計期限 

調査内容 期限 

1~9 の方向別最大渋滞長およびその時間 調査の翌日 

1・5 の交通量（概要）・10 分毎の渋滞長 調査の 1 週間後 

1・5 の時間別交通量 調査の 2 週間後 

1・5 以外の交通量・渋滞長 調査の 4 週間後 
 

 

②ボトルネック調査 

以下に示す区間において、ボトルネック調査を実施し、その結果をとりまとめる。 

調査時間 7:00～17:00 

調査場所 春日大社駐車場-県庁東交差点区間 

集計期限 調査の３週間後 

 

③交通流停止時間調査 

以下に示す場所において、交通流停止時間調査を実施し、その結果をとりまとめる。 

調査時間 7:00～15:00 
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調査場所 氷室神社付近 

集計期限 調査の 3 週間後 

 

④ビデオカメラ調査 

以下に示す区間において、交通状況記録を実施し、渋滞が発生した時間帯の状況をとりまとめ報

告する。 

調査時間 7:00～17:00 

調査場所 県庁東交差点、氷室神社付近、大仏殿交差点 

集計期限 必要に応じてその都度 

 

(4)データ分析 

（2）で実施したアンケート・ヒアリング調査の集計結果を用いて、奈良中心市街地の来訪者の属

性や傾向を把握するとともに、ぐるっとバスの見直しによる公共交通での来訪や観光地の周遊状況など

への影響を検討し、公共交通の利用を促進するような、各施策の改善策を提案すること。 

 

(5)打合せ協議 

本業務における発注者との打ち合わせ協議は、以下のとおりとする。 

業務着手時１回、中間時 2 回、成果品納品時１回 計 4 回 

 

(6)報告書作成 

本業務は、電子納品対象業務とする。 

成果品は、国土交通省が策定した「土木設計業務等の電子納品要領（案）」及び奈良県が策

定した「土木設計業務等の電子納品ガイドライン（案）」（以下、両者を総称して「要領」という。）に

基づいて作成した電子成果品を提出するとともに、報告書等を納品する。 

提出する成果品と数量は次のとおりとするが、「要領」で特に記載のない項目については、発注者と協

議のうえ、決定するものとする。 

・報告書（A4 版ファイル綴じ・図面は A3 折り込み）：1 部 

・CD-R に納めた電子データ：2 部 

※電子納品のデータ形式等は、発注者と協議すること 

・その他、発注者が指示するもの 
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５．その他 

(1)業務を実施するにあたり、作業班の内１人は必ず発注者が交付する身分証明書を携帯するものする。 

(2)身分証明書は、土地等の所有者、その他関係人等からの請求があったときは、これを提示するものとする。 

(3)身分証明書の内容については委託契約に基づく業務を行うものであることの証明とし、別に定める様式に

基づき、発注者が交付するものとする。 

(4)身分証明書の交付対象者は原則として、調査箇所毎に 1 名以上とする。 

また、作業班の編成などに関連して別途必要となる場合は、契約後速やかに、その適任者を届け出て交

付を受けるものとする。 

(5)受注者は業務が完了した場合または、契約が解除された時等、身分証明書が不要になったときは、遅

滞なく発注者に返却するものとする。 

(6)調査にあたっては、第三者に迷惑を及ぼさないように配慮するとともに、交通に支障をきたさないよう行うも

のとする。また、交通の安全には万全を期すこととし、交通安全対策について業務計画書に具体的に記

述するものとする。 

(7)調査に関する諸手続(警察への道路使用許可申請・国土交通省、市町村への調査実施する旨の事前

連絡、郵便局への料金後納の申請等)は、受注者において行うものとする。 

(8)業務の実施にあたり疑義が生じた場合は、速やかに発注者と協議の上決定するものとする。 

(9)成果品納入後であっても成果品に誤りがある場合は、直ちに訂正するものとする。 
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調査項目・内容 

(3)交通状況調査 

① 交通量・渋滞長調査 

（交通量調査） 

観測地点において交差点交通量を人手観測。 

➢観測地点における 7～19 時の 12 時間調査 

➢交差点進入車両を車種別方向別にカウント 

➢路線バスと観光バスを分けてカウント 

➢記録単位は 10 分間 

 

（渋滞長調査） 

観測地点において渋滞長等を人手観測。 

➢観測地点における 7～19 時の 12 時間調査 

➢渋滞長、滞留長、通過時間、信号現示を記録 

➢記録単位は 10 分間 

➢調査時間帯の信号現示を記録（朝・昼・夕の各 1 回実施） 

➢道路の混雑状況を記録（朝・夕に写真撮影） 

 

② ボトルネック調査 

（春日大社駐車場－県庁東交差点間） 

春日大社駐車場、大仏殿交差点、氷室神社前、県庁東交差点の各区間（3 区間）における

ボトルネック状況として、滞留長及びその状況を写真にて記録。 

➢調査時間は 7～17 時の 10 時間 

➢記録単位は 15 分間 

➢調査時間帯の信号現示を記録（朝・昼・夕の各 1 回実施） 

➢道路の混雑状況を記録（写真撮影） 

➢大仏殿交差点から県庁東交差点までの民間駐車場（４箇所）の満空状況も記録 

 

③ 交通流停止時間調査 

氷室神社付近において、東進車両の停車時間を起因する項目毎に記録。 

➢調査時間は 7～15 時の 8 時間 

➢記録単位は車両ごと 

➢起因する項目： 

①氷室神社前の横断歩道での歩行者横断に起因するもの 

②「氷室神社・国立博物館」バス停留所でのバスの停車に起因するもの 

③氷室神社の車両の出入りに起因するもの 

④大仏殿前駐車場出入口の車両の出入りに起因するもの 

別紙 
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⑤大仏殿前駐車場出入口付近の交通誘導員への問い合わせに起因するもの 

⑥大仏殿前駐車場出入口付近の横断歩道での歩行者横断に起因するもの 

➢氷室神社前の横断歩道及び大仏殿前駐車場出入口付近の横断歩道を横断する歩行者数も

測定する。 

 

④ 大仏殿交差点－県庁東交差点のビデオカメラ調査 

公園内道路の交通の状況を動画で記録する。 

➢県庁東交差点、氷室神社付近、大仏殿交差点付近の３箇所について調査 

➢調査時間は 7～17 時の 10 時間 
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調査方法 

(3)交通状況調査 

① 交通量・渋滞長調査 

（交通量調査） 

調査方法は「交通渋滞実態調査マニュアル（案）（平成 2 年 4 月建設省土木研究所）」に

基づき実施。 

対象道路において、通行する自動車類（乗用車・バス・小型貨物車・普通貨物車）および歩行

者、自転車、自動二輪車類をマニュアル・カウンター（数取り器）で観測。 

 

1）時間別：毎正時から 10 分単位で計測 

2）方向別：交差点方向別に計測（歩行者、自転車は横断歩道方向別） 

3）種別：下記分類表を参照 

 

表 1. 交通量調査の車種分類表 

種別 内容 

歩行者類 
歩行者類 隊列、葬列を除く 

自転車類 車椅子、小児用の車を除く 

自動車類 

動力付き二輪車類 自動二輪車、原動機付き自転車 

乗用車類 乗用車 頭番号が３，５，７の車両 

バス 頭番号が２の車両 

貨物車類 小型貨物車 頭番号が４,６の車両 

普通貨物車 頭番号が 1、８、９、０の車両 

 

種別 内容

分類番号が4,6の車両

大型貨物 分類番号が1,8,9,0の車両

見本写真

乗用車 分類番号が3,5,7の車両

バス 分類番号が1の車両

小型貨物
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（渋滞長調査） 

調査方法は「交通渋滞実態調査マニュアル（案）（平成 2 年 4 月建設省土木研究所）」に

基づき実施。 

1）交差点の各流入方向について、観測。 

2）調査箇所により流入方向数が異なる場合があるが、対象交差点に流入する全ての流入方向で

調査。 

3）調査時間帯内において、１０分毎に各流入方向の渋滞長、通過時間を観測。 

  

  

５０ｍ １００ｍ １５０ｍ ２００ｍ 

５０ｍ １００ｍ １５０ｍ ２００ｍ 

５０ｍ １００ｍ １５０ｍ ２００ｍ 

 

   【信号交差点における渋滞長の捉え方】 

信号交差点については、一回の信号待ちで通過できずに残っている車列の長さを渋滞

長と考える。すなわち、赤信号で停止しても、次の青信号で当該交差点を通過できるも

のは渋滞長の計測には含めない。赤信号から青信号に変わった時に滞留している車列の

末尾を追跡し、次の赤信号による停車位置を渋滞の末尾とする。 

（『交通調査実務の手引き』（（社）交通工学研究会 交通技術研究小委員会）より抜粋） 

 

  Ⅰ 

 

            〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇● 

 

 

  Ⅱ 

 

      ← ● 

 

 

  Ⅲ 

 

            ○○○○○○● 

 

 

最後尾の車両をチェック 

最後尾の車両が次の青信号で捌けた場合、渋滞長は０ｍ 

最後尾の車両が捌け残った場合、その車両が停車した位置を渋滞長

として調査票に記入する（上図の場合は１００ｍ） 
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② ボトルネック調査 

調査方法は対象区間の滞留状況を地図上に記録し、区間が一望できる定点において写真を撮影。 

 

1）時間別：15 分単位で計測 

2）方向別：特定方向のみ 

3）対象区間を 10ｍピッチに分割 

4）各区間内で、調査員の徒歩程度の速度（またはそれよりも低速）の車両が存在しているか確認 

5）低速車両が存在している場合は着色、そうでない場合は無着色として10ｍごとの結果をエクセルで

整理 

6）1 時間単位の集計では、15 分ごとの結果を足し合わせ（つまり、4 回とも低速車両がみられた場

合は 4、1 度もみられなかった場合は 0。1 時間単位の集計では、4 の場合が最も色が濃く、0 は

無着色となるように色分けしてとりまとめ） 

7）調査時間帯の信号現示（朝、昼、夕の各１回）、道路の混雑状況（写真撮影）を記録 

 

 

図 1. 調査票イメージ（ボトルネック調査） 

  

日時:令和 年 月 日 時 分 
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8）とりまとめイメージ 

○月○日調査 

  

図 2. とりまとめイメージ（ボトルネック調査） 
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③ 交通流停止時間調査 

氷室神社～大仏殿前駐車場入口付近において、駐車場への車両出入りに起因するもの、バス停に

停車するバスに起因するもの、及び、横断歩道を横断する歩行者に起因する車両の停車時間を起因

する項目毎に記録。 

 

1）要因別に停車開始時刻、停車終了時刻を記録。 

区間 A：氷室神社前の横断歩道での歩行者横断 

「氷室神社・国立博物館」バス停留所でのバスの停車 

氷室神社駐車場の車両の出入り 

区間 B：大仏殿前駐車場の車両の出入り 

大仏殿前駐車場出入口付近の誘導員への問い合わせ 

大仏殿前駐車場出入口付近の横断歩道での歩行者横断 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土地理院地図 

区間 理由 合計 平均 標準偏差 最大 最小 回数

歩行者横断 79 39.5 2.5 42 37 2

バスの停車 2,387 39.1 19.2 92 7 61

車両の出入り 0 0.0 0.0 0 0 0

計 2,466 39.1 18.9 92 7 63

車両の出入り 235 21.4 10.6 40 10 11

誘導員への問い合わせ 2,675 32.6 17.9 79 6 82

歩行者横断 79 39.5 2.5 42 37 2

計 2,989 31.2 10.3 79 6 95

5,455 35.1 14.6 171 13 158

A

B

合計
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2）とりまとめイメージ 

○月○日調査 

 

図 3. とりまとめイメージ（停車時間調査） 

 

④ ビデオカメラ調査 

県庁東交差点、氷室神社付近、大仏殿交差点付近の３箇所にて、ビデオカメラを設置して交通の

状況を撮影する。渋滞要因の分析を行う中で、撮影した動画データを確認し、必要に応じて発注者に

キャプチャ等を報告すること。撮影した動画データは、業務完了時に納品する。各箇所で確認する内容

は以下のとおり。 

なお、ビデオカメラの設置箇所については発注者と協議の上決定する。 

・県庁東交差点は、公園内道路へ流入する交通状況 

・氷室神社付近は、ボトルネック状況 

・大仏殿交差点は、東行、西行、南行車両の交通状況 
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参考（R6秋調査票） 
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